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立候補者　松　田　　純　一　殿

立候補者　矢　吹　　公　敏　殿

と も に日弁連を 変え よ う ！ 市民のための司法を つく る 会 

代　表　　及　川　　智　志

　当会は、 日本弁護士連合会の適正な政策を 求める 弁護士で構成する 団体です。 日

弁連会長選挙の投票の参考と する ため、 立候補者に対し 、 別紙のと おり 質問いたし

ま す。

　お手数ですが、 １ 月２ ０ 日ま でにメ ールにて ご回答く ださ いま すよ う お願いいた

し ま す。

こ の質問と 、 こ れに対する 回答は、 公表いたし ま す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　【 連絡先】

　　　　弁護士　齋藤　拓生（ 仙台弁護士会）

〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目１ 番１ １ 号

　　　　　　　　カタ ヒ ラ ビル２ 階　つばさ 法律事務所

Ｔ Ｅ Ｌ 022-213-8491 　Ｆ Ａ Ｘ 022-213-8498

e-mail ： takuo-s@fine.ocn.ne.jp  
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第１ 　法曹人口問題

１ 　将来的な法曹人口、 司法試験合格者数の検証について

法曹資格を 得た者はその後平均し て ４ ３ 年間法曹と し て 稼働する こ と と な

り ま すが（ 弁護士白書を ご参照く ださ い。 ） 、 日本の人口は２ ０ １ ２ 年から

減少に転じ て おり 、 国立社会保障・ 人口問題研究所が公表し たデータ によ れ

ば４ ０ 年後の２ ０ ６ ６ 年の日本の人口は８ ０ ０ ０ 万人（ 現状から 約３ 割減）

になる と 予測さ れて いま す。

こ の点、 医師養成数、 大学の定員のあり 方等について は将来の人口減少を

前提と し た議論が行われて いま すが、 法曹人口、 司法試験合格者数について

も 、 将来の人口減少を 踏ま え た具体的な需要予測を 行い、 常に適正な法曹養

成数に修正を 加え て いく こ と が必要と 考え ら れま す。

そこ で、 日弁連会長と し て 、 将来的な法曹人口、 司法試験合格者数を 検証

する ための組織を 設置し て 、 こ れら を 検証する お考え がある かど う か、 伺い

ま す。 　

そのよ う な組織を 設置する 場合、 可能な限り 、 すべて の単位会から 委員を

選任する こ と 、 単位会の推薦を 尊重し て いただけま すか。

２ 　司法試験の選抜機能、 弁護士需要について

（ １ ） ２ ０ ２ ５ 年１ １ 月１ ２ 日、 本年度の司法試験の最終合格者数が１ ５ ８ １

人と 発表さ れま し た。 前年度（ １ ５ ９ ２ 人） に比べ、 １ １ 人減少し ま し た

が、 合格率は相変わらず４ ０ ％を超え て いま す。 特筆すべきは、 受験１ 回

目の合格者が昨年度も今年度も 約１ ２ ０ ０ 人を 数え たと いう こ と です。 全

体の合格者数が約１ ６ ０ ０ 人ですから 、 １ 回目の受験で合格し た者が全体

の７ ５ ％を占めて いる と いう こ と になり ま す。

ま た、 法科大学院在学中受験の合格者は７ １ ２ 人と なり 、 合格者全体の

半分に迫って いま す。 こ う し た数字を追う と 、 司法試験は容易に合格でき

る 試験になったよ う に思え ま す。

ア　以上の状況を 踏ま え 、 司法試験の選抜機能について のご見解を 伺いま

す。



イ　法科大学院在学中受験者は、 既習コースの場合、 実質的に法科大学院

の学習は約１ 年間のみで、 高い合格率と なって いま す。 ま た「 法曹コー

ス」 も 考え る と 、 法科大学院制度が創設時にう たい文句にし た「 プロセ

ス重視」 や「 多様性」 と逆行する のではないでし ょ う か。

（ ２ ） 政府が目標と する 司法試験合格者数１ ５ ０ ０ 人を 上回る のは３ 年連続 

と なって いま す。 こ れは、 全国の弁護士数が毎年１ ０ ０ ０ 人ずつ増え て い

く こ と を意味し て いま す。 １ ０ ０ ０ 人と いう のは、 毎年東北弁連ま たは道

弁連が増え て いく イメ ージです。  

そこ で、 それだけの弁護士需要が毎年増え て いく と お考え か、 そのよ う

にお考え になる 場合にはその具体的な理由を お伺いし ま す。

第２ 　民事訴訟Ｉ Ｔ化

１ 　民事訴訟Ｉ Ｔ化の施行について

　（ １ ） 最高裁判所は、 民事訴訟Ｉ Ｔ化システムと し て企図し たＴ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ の開

発遅延を受けて 、 ２ ０ ２ ５ 年３ 月になってｍｉ ｎ ｔ ｓ を改修し て施行する

こ と を 公式に通告し ま し た。 改修さ れたｍｉ ｎ ｔ ｓ が完成し たのは同年１

０ 月２ ５ 日であり 、 施行日ま で約半年の期間し かあり ません。 こ の期間で、

システムのバグや脆弱性、 不具合を 検証し 、 ２ ０ ２ ６ 年５ 月には安定し て

システムを利用できる と お考え ですか。

ま た、 最高裁判所はＴ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ の開発を継続し て 、 ２ ０ ２ ７ 年度中に

はｍｉ ｎ ｔ ｓ から切り替え る 方針と のこ と です。 正確には、 ①施行前係属

の旧法適用事件（ 紙利用事件。 ｍｉ ｎ ｔ ｓ を利用し て いて も 法定性格は紙

利用事件） 、 ②施行後のｍｉ ｎ ｔ ｓ 利用事件、 ③Ｔ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ 利用事件の

３ 種類が一定期間、 並行し て存在する こ と になり ま す。 弁護士に Ｉ Ｔ の利

用が義務化さ れた後、 せっかく 習熟し たｍｉ ｎ ｔ ｓ から 、 長く て も ２ 年足

らずでＴ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ に移行する （ 正確には、 ど こ かの時点ま ではｍｉ ｎ ｔ

ｓ 事件と Ｔ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ 事件が併存する ） こ と で、 混乱が生じ る こ と が懸念

さ れる のではあり ませんか。



（ ２ ） 仮に、 ｍｉ ｎ ｔ ｓ の脆弱性、 不具合に対する 検証の期間が不足し 、 ま た

Ｔ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ の移行に伴う混乱が懸念さ れる と すれば、 会長就任後、 政府

最高裁判所、 及び国会議員に対し て 、 ど のよ う な働きかけを する お考え で

すか。

（ ３ ） 最高裁判所に対し て 、 Ｉ Ｔ義務化後の「 センタ ー（ 問い合わせ窓口） 」

の設置を 求めま すか。

最高裁のシステムなのですから 、 最高裁が統一的に対応し ないと 、 現場

の裁判所・ 書記官等も 、 弁護士・ 弁護士会・ 日弁連も 、 混乱と疲弊する こ

と になって し ま う のではあり ませんか。

２ 　民事訴訟Ｉ Ｔ化の本人サポート について

　（ １ ） 民事訴訟のＩ Ｔ化を 定めた法改正に関し 、 「 民事訴訟法等の一部を改正す

る 法律案に対する附帯決議」 では、 「 政府及び最高裁判所」 を名宛人と し

て 、 本人訴訟の当事者が容易に Ｉ Ｔ を利用し た申立て 等ができる よ う 、 日

弁連等によ る支援を受けら れる環境整備に努める こ と を 求めて いま す。

２ ０ ２ ２ 年以降、 Teamsにおける接続ト ラブルの続発、 １ （ １ ） で述べ

たＴ ｒ ｅ ｅ ｅ Ｓ の開発遅延、 ２ ０ ２ ５ 年３ 月になってｍ ｉ ｎ ｔ ｓ を改修し

て施行することを最高裁判所が日弁連に公式に通告したという状況を踏ま

えて、 政府及び最高裁判所は「 環境整備」 の責務を果たしたといえますか。

　（ ２ ） 仮に、 政府及び最高裁判所が「 環境整備」 の責務を果たし て いないと する

のであれば、 政府及び最高裁判所が、 ど のよ う な「 環境整備」 を すべきで

ある のか、 具体的に、 ご教示く ださ い。

ま た、 会長就任後、 政府及び最高裁判所に対し て 、 公式に、 そのよ う な

環境整備を 求める 働きかけを し ま すか。

（ ３ ） 基本方針と 現在の日弁連執行部の方針

ア　現在の日弁連執行部は、 本人サポート を実施する かど う かは各弁護士

及び弁護士会の任意である と し て いま す。 会長に就任さ れたのち 、 現在

の執行部の方針を引き継ぎま すか。 つま り 、 本人サポート を 提供する か



ど う かは、 各弁護士及び各弁護士会が自由に決めて良いと いう こ と でよ

ろし いですか。

イ　現在の日弁連執行部は、 「 実質サポート 」 の用語を使用し ないと説明し

て いま す。 「 実質サポート 」 と は、 内実は法律相談・ 法的助言ですから 、

「 サポート 」 と いう用語を使う こ と がおかし いのであり 、 こ の用語を使用

し ないこ と は当然である と 考え ら れま す。

し かし 、 日弁連が対外的に公表し て いる 「 民事裁判手続のＩ Ｔ化におけ

る 本人サポート に関する基本方針」 （ 以下「 基本方針」 と いいま す。 ） で

は、 「 法的助言な ど を伴う 法律サービスとセッ ト に なったサポート 業務

（ 実質サポート ） は、 弁護士のみがなし う る こ と であり 、 弁護士又は弁護

士会が担う 必要がある 。 」 と説明し て いま す。

そう する と 、 弁護士会内部と 、 対外的に公表し て いる 方針と の用語の違

いによって混乱が生じ る こ と はあり ませんか。

ウ　仮に、 多く の弁護士会が本人サポート を 提供し ないと いう こ と になっ

た場合、 政府及び最高裁判所から 、 日弁連が対外的に公表し て いる基本

方針及び民事訴訟法改正後に公表さ れた２ ０ ２ ２ 年５ 月２ ０ 日「 民事訴

訟法等の一部を改正する 法律の成立について の会長声明」 に基づいて 、

全国的に本人サポート を 提供する よ う 求めら れる のではあり ませんか。

そ の場合、 日弁連から 、 各弁護士ま た は弁護士会に 対し て 、 本人サ

ポート を 提供する よ う 、 強く 要請する こ と になる のではあり ませんか。

仮に そ のよ う な 要請がな さ れる のであ れば、 そ れは実質的に は「 任

意」 ではなく 「 強制」 になる のではあり ませんか。

エ　現在の日弁連執行部は、 民事訴訟法改正時の附帯決議に おいて 「 連

携」 を 求めら れて いる から 、 本人サポート を する と いう趣旨の説明を さ

れて いま す。 し かし 、 附帯決議は政府及び最高裁判所に対し て環境整備

を 求めて いま す。 こ の環境整備が不十分である こ と を理由と し て 、 本人

サポート を 提供し ないと いう説明が可能ではあり ませんか。

オ　上記のよ う な２ ０ １ ９ 年から 現在に至る 状況を 踏ま え れば（ 状況には、



基本方針を決めた時点ではま だ本人にも Ｉ Ｔ を義務化する案も 検討さ れ

て いま し たが、 その後、 改正民訴法で本人には義務化し ないこ と で決着

し たこ と も含む） 、 基本方針は公式に見直すべきではあり ませんか。

　　　　　見直す場合、 弁護士会に対し て意見照会を さ れま すか。

（ ４ ） サポート がなければ自分ではＩ Ｔ 対応できない本人にとって のデメ リ ッ

ト

本人サポート は、 基本的に、 本人が自分ではＩ Ｔ を利用できないと いう

想定です。 本人サポート で、 本人がオンライン利用に誘導さ れる と 、 オン

ライン提出だけでなく 、 相手の提出物の受け取り もオンラインになり 、 さ

まざま な通知・ 連絡もオンラインで届きま す。 結局、 サポータ ーがオンラ

イン対応する だけで、 本人にはＩ Ｔ の利便性は何も関係あり ません。

そこ で、 質問です。

　　　　本人は、 本人サポート を利用し なければ、 従来ど おり 紙で提出し 紙で受け

取れる のに、 本人サポート に誘導さ れる と 、 サポート 費用を負担し 、 さ ら

に提出及び受け取り確認など で、 サポータ ーの操作ミ スやシステムエラ ー

のリ スク 、 見落と し のリ スクなど を負担する こ と になり ま す。 本人にとっ

て は逆に不利益ではあり ませんか。

（ ５ ） 弁護士・ 弁護士会にとって

ア　仮に弁護士や弁護士会が「 本人サポート 」 を 提供し た場合、 たと え ば、

以下の①な いし④のよ う なリ スクがある のではあり ませんか。 リ スクが

ある と のお考え であれば、 日弁連と し て ど のよ う な 対応を すべきと 、 お

考え ですか。

① 　「 本人サポート 」 は「 事実行為」 である ため、 弁護士賠償責任保

険の適用がないこ と 。

② 　Ｉ Ｔ の専門家ではないのに操作ミ スやシステムエラ ーのリ スクを

負う こ と 。

③ 　アップロード だけを引き受ける こ と は基本的にむずかし いと思わ



れま す。 受け取り や通知もオンラインになって し ま う と ころ 、 本人サ

ポート を利用する 本人は、 そのよ う な対応が難し い想定だから です。

そのため、 弁護士がシステム送達受取人の届出を余儀なく さ れる こ と

になる でし ょ う 。 そう する と 、 相手のオンライン提出やさ まざま なオ

ンライン通知を見落と さず、 裁判進行に間に合う よ う に必要なダウン

ロード を 行って 本人に交付し 、 裁判所から の通知も含めて 本人に速や

かな連絡を する 、 等々の責任が発生する のではないでし ょ う か。

それら に見落と しやミ スがあった場合、 責任を追及さ れる のではな

いでし ょ う か。 訴訟代理人ではなく 、 事実行為だけを依頼さ れたのに

も かかわらず、 です。

④ 　「 事実行為」 と はいえ 、 本人サポート を依頼し た本人も し く は相

手方から 、 利益相反、 守秘義務、 信頼関係の問題等々 、 さ まざま なト

ラブルが起きる 可能性があり ま す。

　　たと え ば、 本人サポート の契約を し た後、 本人からアップロード を

依頼さ れた書類に、 名誉毀損その他、 提出に法的な問題のある内容が

含ま れて いる 場合、 弁護士はど う し たら いいのでし ょ う か。

イ　本人サポート について の相談があった場合、 特に自分自身でＩ Ｔ を利用

できないある いは利用が困難な人の場合、 弁護士には、 「 ①本人訴訟の場

合は従来ど おり 紙で裁判できる こ と 。 ②本人サポート を利用し た場合は全

てオンライン対応になる こ と 。 その場合のリ スクなど のデメ リ ッ ト 」 を 、

きちんと説明する責務がある のではないでし ょ う か。

（ ６ ） 非弁行為と の関係

「 非弁対策のためにも 弁護士・ 弁護士会が本人サポート を する 必要があ

る 。 」 と の意見があり ま すが、 「 本人サポート 」 の内容は「 事実行為」 で

あり 、 有償・ 無償を 問わず、 弁護士でな く て も誰でも できま す。 日弁連が

「 本人サポート 」 を広報すればするほど 、 逆に 、 当事者が「 本人サポー

ト 」 を受け る 必要がある と誤解し て 、 他の業者等に誘導する こ と にな る の

ではあり ませんか。



むしろ 、 自分でＩ Ｔ の利用がむずかし い当事者は、 こ れま でど おり 紙で提

出できて 、 相手から も 紙で受け取れる こ と を広報し た方が、 非弁対策になる

のではあり ませんか。

第３ 　当番弁護士の登録者数

１ 　現在、 当番弁護士に登録し て 、 実働し て いま すか。

２ 　現在、 登録し て 、 実働し て いな いと し て 、 いつま で登録し て実働し て い

ま し たか。

３ 　登録し て実働し なく なった理由を教え て く ださ い。

４ 　現在、 全国の弁護士会で、 当番弁護士の登録者数が減少し て いま すが、 そ

の理由について 、 ど のよ う に考え ま すか。

「 費用が安すぎる から 」 と か、 「 負担が重いから 」 と いう指摘も あり ま す

が、 それは１ ０ 年前も同じ だったのではあり ませんか。

５ 　以前と比べて 、 「 登録後〇年目～〇年後」 の世代ごと で、 顕著に登録率が

下がって いる世代はあり ま すか。 ある 場合は、 具体的な内容を教え て く ださ

い。 ま た、 その理由について 、 ど のよ う に考え ま すか。

６ 　登録し て実働する 人を増やすための方策と し て 、 任期中に、 具体的にど の

よ う な施策を講じ ま すか。

第４ 　広告規制問題

１ 　弁護士業務広告の規制のための日弁連の取組について （ そのための予算化

を ）

　（ １ ） 投資詐欺対応の弁護士業務広告、 債務整理対応の弁護士業務広告など の分

野において は、 業務広告の弊害が著し いと思われま す。

　Ｔ Ｖ広告や近年著し いリ スティ ング広告（ 検索連動型広告） のよ う な

高額の広告料を 要する広告は、 本来、 大量販売・ 大量消費を 前提と し た

商品になじむ広告です。 他方、 弁護士業務は、 職人的な側面がある こ と

や、 紛争に関わる業務である ため、 業務自体が大変手間のかかる も ので、



大量販売・ 大量消費と はなじ ま ないも のと 考え ら れま す。

　し たがって 、 大量販売・ 大量消費を 前提と し た高額な広告は弁護士業

務にはなじ まず、 その利用は不適切ではないかと 考え ら れま す。

　　Ｔ Ｖ広告のよ う に高額の広告料を支払う こ と は、 反面で弁護士業務がお

ろそかになったり 、 難し い業務は回避し て 大量処理のみができる簡易な業

務のみに従事する こ と など 、 収益のために業務がゆがめら れる こ と につな

がり やすく 、 ひいて は弁護士に対する 社会的信頼の低下につながる おそれ

があり ま す。

（ ２ ） 次に広告の内容面について ですが、 ２ ０ １ ７ 年に広告が景表法違反だと

いう こ と で措置命令が出さ れたのは債務整理対応の広告でし た。

　　　　国際ロマンス詐欺の被害救済を う たう ネッ ト 広告は、 回収の見込みがない

状況において は虚偽広告になり ま す。 投資詐欺被害、 情報商材詐欺被害に

ついて も 、 それと同種の欺瞞的広告が多数あり ま す。

　　　　日弁連は、 こ れら に対し て は、 ２ ０ ２ ５ 年に規則改正、 指針改正を 行った

と ころですが、 それら のルールの執行と いう 点では、 特段の措置を講じ て

はいません。 医療広告の分野では厚労省がネッ ト パト ロール事業を実施し

て 、 違反広告の調査を し て執行につなげて いま す。

（ ３ ） そこ で、 次のと おり 、 質問いたし ま す。

ア　業務広告の制限につき 、 内容面のみならず、 広告料の金額の上限規制

を 求める意見も あり ま すが、 ど う お考え ですか。

イ　業務広告に対する ルールの執行について は、 日弁連でも早急に対応し

て いく こ と が必要ではな いでし ょ う か（ 医療分野に おけ るネッ ト パト

ロール事業のよ う な取組） 。

第５ 　弁護士に共通する 「 本質」 は何か

弁護士人口が５ 万人近く と なり 、 弁護士の活動領域も多様化し て いま すが、 全

て の弁護士に共通する 「 本質」 は何である と 考え ま すか。

その「 本質」 を維持、 発展させる ために、 任期中、 ど のよ う な施策を講じ ま す



か。

以上


	２０２２年以降、Teamsにおける接続トラブルの続発、１（１）で述べたＴｒｅｅｅＳの開発遅延、２０２５年３月になってｍｉｎｔｓを改修して施行することを最高裁判所が日弁連に公式に通告したという状況を踏まえて、政府及び最高裁判所は「環境整備」の責務を果たしたといえますか。

